
JP 2012-131218 A 2012.7.12

(57)【要約】
【課題】　熱可塑性樹脂をマトリックスとする繊維強化
複合材料からなるライニング材として、管状体の内面又
は外面形状に対する追従性に優れ、取り扱いが容易で作
業性もよく、十分な強度発現を期待することのできるラ
イニング材を提供する。
【解決手段】　ライニング材１は、複数層の複合ライナ
ー１１を備えて構成されている。複合ライナー１１は、
一方向に引き揃えられた多数本の強化繊維フィラメント
３１と、熱可塑性樹脂フィルム３２とが加熱及び加圧さ
れて一体化したシート状基材３を、略筒状に成形してな
る筒状体である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状体の内面又は外面をライニングするライニング材であって、
　一方向に引き揃えられた多数本の強化繊維フィラメントと、熱可塑性樹脂フィルムとが
加熱及び加圧されて一体化したシート状基材を略筒状に成形してなる筒状体を具備するこ
とを特徴とするライニング材。
【請求項２】
　請求項１に記載のライニング材において、
　前記筒状体は、前記シート状基材を繊維配向方向に沿って一定幅に裁断したテープ材又
は該テープ材の集束体を組糸とする組物からなることを特徴とするライニング材。
【請求項３】
　請求項１に記載のライニング材において、
　前記筒状体は、前記シート状基材を繊維配向方向に沿って一定幅に裁断したテープ材又
は該テープ材の集束体を製編した編物により略筒状に形成されたことを特徴とするライニ
ング材。
【請求項４】
　請求項１に記載のライニング材において、
　前記筒状体は、前記シート状基材を繊維配向方向に沿って一定幅に裁断したテープ材又
は該テープ材の集束体を製織した織物の端辺同士を接合して略筒状に形成されたことを特
徴とするライニング材。
【請求項５】
　請求項１に記載のライニング材において、
　前記筒状体は、前記シート状基材からなるシート材の端辺同士を接合して略筒状に形成
されたことを特徴とするライニング材。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つの請求項に記載のライニング材において、
　前記シート状基材は、該シート状基材に対する強化繊維フィラメントの体積比率が１０
～６０ｖｏｌ％であることを特徴とするライニング材。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一つの請求項に記載のライニング材において、
　複数の前記筒状体が内外に積層されて複数層の略筒状に形成されたことを特徴とするラ
イニング材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、繊維強化複合材料からなるライニング材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下水道管等の地中埋設管を開削せずに更生する方法として、未硬化のＦＲＰ筒状体を管
路内に挿入する方法や、熱可塑性樹脂製の管状のライニング材を既設管渠内に挿入して既
設管内面に貼り付けることにより、この既設管内面をライニングする方法などがあり、実
用化されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されているように、既設管の内径よりも小径であって、形状
記憶温度において管状に形状回復するライニング材を既設管内に挿入し、ライニング材を
加熱して形状回復させた後、加圧して膨張拡径させ、既設管の内周面に密着させてライニ
ングする更生方法がある。
【０００４】
　また、最近では、特許文献２や特許文献３に記載されているように、強化繊維で補強さ
れた熱可塑性複合材料からなるライニング材をダクト内に挿入し、そのライニング材を加
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熱するとともに加圧し、既設管に接触させてライニングする方法も提案されている。
【０００５】
　具体的に、この特許文献２や特許文献３に開示されているライニング材は、加熱される
前段階では、熱可塑性プラスチック材料からなる熱可塑性フィラメントと、ガラス繊維か
らなる強化繊維フィラメントとの複合材料によって略筒型に形成されている。そして、こ
のライニング材を使用した既設管の更生方法としては、ダクト内に前記ライニング材を挿
入した後、加熱手段によってライニング材を加熱することで、前記熱可塑性フィラメント
を溶融させる。これにより、溶融したプラスチック材料の中に強化繊維フィラメントが分
散されることになる。その後、ライニング材の内側に圧力を加えて拡径させると共にプラ
スチック材料を冷却固化させることで、強化繊維フィラメントで補強された強固な複合ラ
イニング層が成形され、この複合ライニング層によって既設管が更生されることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２３０４１２号公報
【特許文献２】特許第４０７６１８８号公報
【特許文献３】特表２００４－５０８９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、前記特許文献２や特許文献３に開示されているような、繊維で補強された熱
可塑性複合材料からなるライニング材を使用したライニング方法にあっては、以下に述べ
るような課題があり、実用化を図るためには未だ改良の余地があった。
【０００８】
　先ず、熱可塑性フィラメントを構成しているプラスチック材料の溶融に比較的長い時間
を要することが挙げられる。例えば、老朽化した既設管の亀裂等の損傷箇所から地中水が
既設管内部に浸入している場合、その部分では浸入水によってライニング材が冷やされて
しまい、プラスチック材料の溶融を迅速に行えなくなる。その結果、熱可塑性フィラメン
ト全体を溶融させるのに比較的長い時間を要することになり、施工時間の長期化に繋がっ
てしまう。
【０００９】
　また、上述したようにライニング材の一部分においてプラスチック材料の溶融が迅速に
行えない状況になると、加熱の不均一化に伴って熱可塑性フィラメントに溶け残りが発生
することがある。このような溶け残りが発生すると、その部分では、プラスチック材料の
中に強化繊維フィラメントを分散させた構成が得られなくなり、ライニング材の強度の不
均一化を招いてしまうことになり好ましくない。
【００１０】
　前記溶け残りの発生を回避するべく、加熱温度を高く設定したり、加熱時間を長く設定
したりすることが考えられる。しかしながら、これでは、施工時間の長期化を免れ得ず、
また、部分的に加熱が過剰になるおそれもある。加熱過剰箇所では、プラスチック材料の
一部分が流動してライニング材に偏肉が発生する可能性があり、このような偏肉が発生し
た場合にもライニング材の強度の不均一化を招いてしまうことになる。
【００１１】
　また、強化繊維フィラメントと熱可塑性フィラメントとの複合材料では、ライニング材
の製造工程及び賦形工程の中で、繊維束同士の摩擦等によって繊維が切れやすく、ライニ
ング材の強度低下や不均一化を招いたり、製造工程内でのライントラブルを発生させたり
するおそれがある。
【００１２】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、熱可塑性
樹脂をマトリックスとする繊維強化複合材料からなるライニング材に対し、熱可塑性樹脂
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の含浸性が良好で、力学的特性に優れて高い強度を安定的に発現させることができるとと
もに、取り扱い性及び作業性がよく施工時間の短縮化を図ることのできるライニング材を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記の目的を達成するための本発明の解決手段は、管状体の内面又は外面をライニング
するライニング材を前提とする。このライニング材に対し、一方向に引き揃えられた多数
本の強化繊維フィラメントと、熱可塑性樹脂フィルムとが加熱及び加圧されて一体化した
シート状基材を略筒状に成形してなる筒状体を具備させる構成としている。
【００１４】
　この特定事項により、熱可塑性樹脂材料を強化繊維フィラメント間に含浸させてライニ
ング層を形成するプロセスの一部を、ライニング施工前の段階で予め行っておくことがで
きる。これにより、ライニング施工現場での加熱及び加圧作業に要する時間を短縮するこ
とができ、ライニング材の加熱温度を過剰に高く設定する必要がなくなり、かつ、十分な
強度を安定的に発現させることが可能となる。その結果、管状体に対して均質なライニン
グ層を迅速かつ経済的に形成することが可能となる。加えて、ライニング材は、熱可塑性
樹脂をマトリックスとする繊維強化複合材料からなるので、柔軟性が高く形態安定性にも
優れている。そのため、ライニング材は、取り扱いが容易であり、管状体の曲面への形状
追従性も極めて高い。したがって、管状体のライニングを作業性よく行うことが可能とな
り、管状体の内面又は外面に十分に密着したライニング層を形成することができる。
【００１５】
　ライニング材のより具体的な構成として次のものが挙げられる。先ず、前記筒状体を、
前記シート状基材を繊維配向方向に沿って一定幅に裁断したテープ材又は該テープ材の集
束体を組糸とする組物からなる構成とすることである。
【００１６】
　この場合、前記筒状体は、強化繊維フィラメントを含んで強度を有する組糸を交差させ
るとともに、前記組糸を長手方向に対し角度を与えて略筒状に組むことで形成される。こ
れにより、前記筒状体は、ライニング材として拡径性、縮径性、及び曲がり追従性のいず
れにも優れ、管状体の内面形状又は外面形状に追従する高い柔軟性を備えたものとなる。
加えて、前記筒状体は、強化繊維フィラメントが切れ目なく連続的に略筒状の組物を構成
するので、高い強度を有するものとなる。かかる組物としては、丸打組物、平打組物、又
は角打組物のいずれの形態であってもよいが、より好ましくは、中空円筒形状に形成され
る丸打組物とすることである。
【００１７】
　また、前記ライニング材において、前記筒状体を、前記シート状基材を繊維配向方向に
沿って一定幅に裁断したテープ材又は該テープ材の集束体が製編された編物により略筒状
に形成する構成であってもよい。
【００１８】
　これにより、前記筒状体は、強化繊維フィラメントを含んで製編されて高い強度を有す
る。また、前記筒状体は、編目の交差部等においてテープ材又は該テープ材の集束体が挙
動し、編地による変形性とすべり性によって構造が自由に変形しやすく、外力により容易
に変形することが可能となる。このため、前記筒状体は、ライニング材として、異方性が
小さく、高い強度を発現し得るものとなるとともに、管状体の内面形状又は外面形状に好
適な追従性と柔軟性とを備えたものとなる。かかる筒状体は、製編された一定幅の編地の
端辺同士を接合して略筒状に形成されても、あるいは、編機により初めから略筒状に製編
することにより形成されてもよい。
【００１９】
　また、前記ライニング材において、前記筒状体を、前記シート状基材を繊維配向方向に
沿って一定幅に裁断したテープ材又は該テープ材の集束体が製織された織物の端辺同士を
接合して略筒状に形成する構成であってもよい。
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【００２０】
　これにより、前記筒状体は、強化繊維フィラメントを含んで製織されて高い強度を有す
る。また、前記筒状体は、織目の交差部等においてテープ材又は該テープ材の集束体が挙
動し、外力により容易に変形し得るものとなる。このため、管状体の内面形状又は外面形
状に追従する高い柔軟性を備えたものとなる。また、前記筒状体は、ライニング材として
、伸び抵抗が少なく、異方性が小さく、かつ高い強度を有するものとなる。
【００２１】
　また、前記ライニング材において、前記筒状体を、前記シート状基材からなるシート材
の端辺同士を接合して略筒状に形成する構成であってもよい。
【００２２】
　これにより、多様な管径の管状体に対応する筒状体を容易に形成することができ、ライ
ニング材として自由曲面に対する追従性が高められ、管状体の内面又は外面にシワ無く沿
わせることが可能となる。
【００２３】
　また、前記ライニング材において、前記シート状基材は、該シート状基材に対する強化
繊維フィラメントの体積比率が１０～６０ｖｏｌ％とされることが好ましい。
【００２４】
　これにより、円滑な含浸性のもとでシート状基材が構成され、ライニング材としての力
学的特性を高めることができる。
【００２５】
　また、前記ライニング材において、複数の前記筒状体を内外に積層して複数層の略筒状
とする構成であってもよい。
【００２６】
　これにより、ライニング材としての強度がさらに高められ、前記筒状体の特性を層ごと
に異ならせて多様なライニング形態に対応させることも可能となる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明では、管状体の内面又は外面をライニングするライニング材に対し、熱可塑性樹
脂フィルムと強化繊維フィラメントとを一体化したシート状基材を略筒状に成形して形成
した筒状体を具備させていることから、ライニング施工時の熱可塑性樹脂の含浸性が極め
て良好となり、力学的特性に優れたライニング材とすることができる。また、本発明に係
るライニング材は、従来の熱可塑性樹脂フィラメントと強化繊維フィラメントとの複合材
料からなるものとは異なり、前記シート状基材を略筒状に成形する構成であるので、製織
、製編、又は製組等により略筒状に成形する過程で、繊維束同士の摩擦などによって繊維
が切れるという不都合を生じることがない。これにより、高い強度を安定的に発現させ、
比較的短時間で完全な含浸状態のライニング層を形成することができ、施工時間の短縮化
を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態１に係るライニング材を示す断面図である。
【図２】前記ライニング材を構成するシート材の一例を示す部分断面図である。
【図３】前記ライニング材を構成するシート材の他の例を示す部分断面図である。
【図４】前記ライニング材の他の構成例を示す断面図である。
【図５】前記ライニング材のさらに他の構成例を示す断面図である。
【図６】本発明の実施形態２に係るライニング材におけるテープ材の一例を示す断面図で
ある。
【図７】前記ライニング材における集束体の一例を示す説明図である。
【図８】本発明の実施形態２に係るライニング材を示す斜視図である。
【図９】前記ライニング材の他の構成例を示す斜視図である。
【図１０】前記ライニング材のさらに他の構成例を示す断面図である。
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【図１１】本発明の実施形態３に係るライニング材を構成するシート材の一例を示す説明
図である。
【図１２】本発明の実施形態４に係るライニング材を構成するシート材の一例を示す説明
図である。
【図１３】管状体のライニング施工方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態に係るライニング材について、図面を参照しつつ説明する。
【００３０】
　実施形態に係るライニング材１は、熱可塑性樹脂をマトリックスとする繊維強化複合材
料からなる。ライニング材１は、一方向に引き揃えられた多数本の強化繊維フィラメント
と、熱可塑性樹脂フィルムとが加熱及び加圧されて一体化したシート状基材３を略筒状に
成形してなる筒状体を具備している。
【００３１】
　かかるライニング材１には、熱可塑性樹脂と強化繊維フィラメントとの組合せ、シート
状基材３の構造、及びシート状基材３を用いて略筒状に成形する手法等により多様な形態
が含まれる。以下では、そのうちのいくつかを例に挙げ、実施形態１～４として説明する
。
【００３２】
　（実施形態１）
　図１～図３は、本発明の実施形態１に係るライニング材１を示し、図１は管状体５の内
部に配置したライニング材１を示す断面図、図２及び図３はライニング材１を構成するシ
ート状基材３の例を示す部分断面図である。
【００３３】
　ライニング材１は、管状体５の内面又は外面をライニング被覆するものであり、図１に
示すように、筒状体の複合ライナー１１が内外に積層されて構成されている。
【００３４】
　複合ライナー１１は、熱可塑性樹脂をマトリックスとする繊維強化複合材料からなるシ
ート状基材３により略筒状に形成されている。すなわち、複合ライナー１１は、シート状
基材３からなるシート材２を円筒状とし、その端辺同士を重ね合わせて接合することによ
り形成されている。
【００３５】
　図２及び図３は、シート状基材３の例をそれぞれ示す部分断面図である。シート状基材
３は、一方向に引き揃えられた多数本の強化繊維フィラメント３１と、熱可塑性樹脂フィ
ルム３２とが一体化された幅広のシート状の基材である。
【００３６】
　図２に示す例では、シート状基材３は、熱可塑性樹脂フィルム３２の両面に多数本の強
化繊維フィラメント３１が配置されて一体化されている。また、図３に示す例では、シー
ト状基材３は、２枚の熱可塑性樹脂フィルム３２に、多数本の強化繊維フィラメント３１
がサンドイッチ状に挟みこまれて一体化されている。シート状基材３は、このほか、熱可
塑性樹脂フィルム３２の片面のみに多数本の強化繊維フィラメント３１が配置された形態
であっても、熱可塑性樹脂フィルム３２と多数本の強化繊維フィラメント３１とが交互に
積層された形態であってもよい。いずれも、一方向に引き揃えた多数本の強化繊維フィラ
メント３１と、熱可塑性樹脂フィルム３２とを加熱しつつ加圧することにより、熱可塑性
樹脂フィルム３２を溶融させ、強化繊維フィラメント３１に溶融樹脂を含浸させて一体化
されている。
【００３７】
　シート状基材３は、多数本の強化繊維フィラメント３１に熱可塑性樹脂フィルム３２の
熱可塑性樹脂材料を完全に含浸させたものである必要はない。すなわち、図２に示すよう
に、シート状基材３の断面において、少なくとも強化繊維フィラメント３１の一部が熱可
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塑性樹脂フィルム３２に接触又は埋没しており、熱可塑性樹脂フィルム３２に完全に含浸
していない部分が存在する状態、つまり半含浸状態（セミプレグ状態）であってもよい。
シート状基材３は、強化繊維フィラメント３１と熱可塑性樹脂フィルム３２との一体化の
度合いによって、全含浸状態又は半含浸状態のシート状の基材とすることができる。
【００３８】
　熱可塑性樹脂フィルム３２を構成する熱可塑性樹脂材料と、強化材である強化繊維フィ
ラメント３１との組合せは、多種多様である。熱可塑性樹脂材料としては、例えば、ポリ
プロピレン（ＰＰ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ
）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、アクリロニトリル・
スチレン（ＡＳ）樹脂、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ）樹脂、ポリ
アミド（ＰＡ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、
ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ）、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、ポリス
チレン（ＰＳ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＰ）、又は、ポリブチレンテレフ
タレート（ＰＢＴＰ）等が挙げられる。また、強化繊維フィラメント３１としては、ガラ
ス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、金属繊維等が挙げられる。
【００３９】
　このように、シート状基材３は、強化繊維フィラメント３１に熱可塑性樹脂材料が実質
的に含浸又は被覆されてなる繊維強化樹脂連続体である。シート状基材３の成形は、例え
ば、多数の強化繊維フィラメント３１束と熱可塑性フィルム３２とをそれぞれ送りロール
装置から繰り出す。このとき、強化繊維フィラメント３１束は、強化繊維フィラメント３
１の繊維束を開繊させた状態で、複数束を引き揃えながら、送りロール装置等から繰り出
される。また、熱可塑性樹脂フィルム３２の片面又は両面に対し、引き揃えられた多数の
強化繊維フィラメント３１束を当接させつつ送り、加熱プレス装置へ搬送する。その際、
強化繊維フィラメント３１の繊維束と熱可塑性樹脂フィルム３２との積層形態によって、
上述のとおり多様な形態からなるシート状基材３を形成することができる。
【００４０】
　そして、加熱プレス装置の２本のローラにより、これらの強化繊維フィラメント３１束
及び熱可塑性樹脂フィルム３２を挟み込み、熱可塑性樹脂フィルム３２を構成する熱可塑
性樹脂材料の溶融温度以上の温度で加熱しつつ、圧力を加える。２本のローラ間には、任
意のクリアランスが設けられ、シート状基材３の厚みを規定している。熱可塑性樹脂フィ
ルム３２は溶融し、溶融した熱可塑性樹脂材料を多数本の強化繊維フィラメント３１の相
互間に含浸又は半含浸させた後、冷却する。これにより、強化繊維フィラメント３１と熱
可塑性樹脂フィルム３２とが一体化し、シート状基材３が得られる。
【００４１】
　シート状基材３は、前記の加熱条件及び加圧条件を変えることによって、強化繊維フィ
ラメント３１間への熱可塑性樹脂材料の含浸を完全でない状態、つまり半含浸状態とする
ことができる。強化繊維フィラメント３１間に熱可塑性樹脂を完全に含浸するには、加熱
及び加圧する時間が長くかかる。しかし、半含浸状態とするのであれば加熱及び加圧する
時間を短縮することができ、シート状基材３の成形にかかる時間を短縮化することができ
るので、効率よく生産することができる。また、半含浸状態であると、シート状基材３の
内部で強化繊維フィラメント３１が挙動しやすく、柔軟性を有して、加工性も高めること
ができる。さらに、シート状基材３は、半含浸状態であっても、最終的には、複合ライナ
ー１１としてライニング施工時に再加熱及び再加圧されて完全な含浸状態に導かれる。よ
って、十分な強度を確保できるとともに、ライニング施工時の加熱及び加圧時間を短縮す
ることも可能となる。
【００４２】
　より具体的な構成として、シート状基材３は、図２に示すように、断面において熱可塑
性樹脂フィルム３２を構成する熱可塑性樹脂材料に、強化繊維フィラメント３１が部分的
に埋設された状態で形成されている。このような半含浸状態は、強化繊維フィラメント３
１全体の表面積の合計をＳｔ（ｍｍ2）とし、熱可塑性樹脂材料と接している部分の強化
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繊維フィラメント３１の表面積の合計をＳａ（ｍｍ2）としたとき、次式で求める表面積
率Ｓｆ（％）により表すことができる。
【００４３】
　　Ｓｆ＝Ｓａ／Ｓｔ×１００　（％）
　ここで、表面積率Ｓｆを５０％以上に制御することにより、半含浸状態のシート状基材
３が得られ、複合ライナー１１に好適なものとなる。これに対し、表面積率Ｓｆが５０％
に満たないと未含浸部分の割合が高く、シート状基材３として前記の効果が得られないこ
ととなる。
【００４４】
　また、シート状基材３は、強化繊維フィラメント３１の含有量を強化繊維体積率Ｖｆ（
ｖｏｌ％；強化繊維含有率）により制御することが好ましい。つまり、シート状基材３の
構成材料全体に占める強化繊維フィラメント３１の体積分率である強化繊維体積率Ｖｆを
、１０～６０ｖｏｌ％の範囲内に制御することが好ましい。これにより、得られるシート
状基材３において高い力学的特性を発現させることが可能となる。
【００４５】
　より好ましくは、強化繊維体積率Ｖｆを４０～６０ｖｏｌ％の範囲内に制御することで
ある。強化繊維体積率Ｖｆが６０ｖｏｌ％を超えると、シート状基材３の成形時に強化繊
維フィラメント３１が熱可塑性樹脂材料の流れを阻害するおそれがあり、樹脂含浸性が悪
くなり、円滑な生産が困難になる。なお、シート状基材３における強化繊維体積率Ｖｆは
、ライニング対象となる管状体５の要求強度等に応じて適宜決定することが好ましい。
【００４６】
　また、シート状基材３は、多様な曲面のライニングに対応し得る形状追従性を備えさせ
るため、厚さが１ｍｍ以下で形成されることが好ましく、０．２ｍｍ以下で形成されるこ
とがより好ましい。
【００４７】
　本実施形態では、前記構成に係るシート状基材３が、管状体５の内径に合わせて裁断さ
れて一定の幅及び長さを有するシート材２となされ、ライニング材１の複合ライナー１１
を構成している。図１に示す形態では、ライニング材１は、シート状基材３そのものから
なるシート材２を、略筒状（円筒状）として接合形成した複合ライナー１１を、内外二重
に配置した２層構造で構成されている。複合ライナー１１の接合部１１ａは、シート材２
の端辺同士を重ね合わせてシングルラップ又はオフセットラップとし、相互に熱融着させ
ることにより接合されている。このような複合ライナー１１の接合部１１ａは、熱可塑性
樹脂材料からなる縫合糸により縫合して接合されてもよい。
【００４８】
　ここで、シート状基材３からなるシート材２における、熱可塑性樹脂フィルム３２を構
成する熱可塑性樹脂材料と、強化材である強化繊維フィラメント３１との組合せ、シート
材２のシート形状、及び積層構成等に係る実施例を表１に示す。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　表１において、最下欄の積層構成は、シート状基材３を成形する際の強化繊維フィラメ
ント３１の繊維束と、熱可塑性樹脂フィルム３２との積層形態を示す。図２に示すように
、熱可塑性樹脂フィルム３２の両面に多数本の強化繊維フィラメント３１が配置された形
態の場合は、「繊維／フィルム／繊維」、図３に示すように、２枚の熱可塑性樹脂フィル
ム３２に、多数本の強化繊維フィラメント３１が挟みこまれた形態の場合は、「フィルム



(10) JP 2012-131218 A 2012.7.12

10

20

30

40

50

／繊維／フィルム」としてそれぞれ示している。
【００５１】
　また、ライニング材１は、前記のように複合ライナー１１を内外二重に配置する構成に
限られない。図４及び図５は、ライニング材１の他の構成例を示す断面図である。
【００５２】
　図４に示すライニング材１は、単層からなる複合ライナー１１で構成されている。単層
構造のライニング材１は、比較的管径の小さいストレート管の管状体５のライニングに適
している。
【００５３】
　図５に示すように、ライニング材１は、３層の複合ライナー１１により構成されてもよ
い。また、ライニング材１は、複合ライナー１１をさらに積層させて４層以上の多層構造
とされてもよい。このような３層以上の多層構造とする場合、各層ごとに、複合ライナー
１１を構成するシート材２において、熱可塑性樹脂材料の種類を変えたり、強化繊維フィ
ラメント３１の表面積率Ｓｆや強化繊維体積率Ｖｆを異ならせたりすることで、多様な特
性を持たせたライニング材１を形成することが可能となる。これにより、ライニング材１
を要求されるライニング特性に対応させることが可能となる。複合ライナー１１を積層す
る場合、各層間で接合部１１ａが重なり合うことのないように、周方向に均等に配置させ
ることが好ましい。
【００５４】
　例えば、図５に示す３層構造のライニング材１では、最外層を構成するシート材２（シ
ート状基材３）の強化繊維体積率Ｖｆを他の層より高めて強度を上げ、最内層を構成する
シート材２（シート状基材３）の熱可塑性樹脂材料の材料特性を耐熱性、耐油性、又は耐
薬品性等の高いものとする。これにより、ライニング材１を、外圧が作用する外面側が高
強度となり、流体の影響を受ける内面側がその流体に対する耐性を備えたものとすること
ができる。耐熱性を向上させるのに好適な熱可塑性樹脂材料としては、例えば、ＰＣ、Ｐ
Ａ、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、
ＰＴＦＥ、ＰＶＤＦ等が挙げられる。耐油性を向上させるのに好適な熱可塑性樹脂材料と
しては、例えば、ＰＡ、ＰＴＦＥ、ＰＶＤＦ等が挙げられる。また、耐薬品性を向上させ
るのに好適な熱可塑性樹脂材料としては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ＰＰ、ＰＶＣ
、ＰＴＦＥ、ＰＶＤＦ等が挙げられる。
【００５５】
　仮に、ライニング材１の全体にわたって高強度としたり耐薬品性の高い熱可塑性樹脂材
料を用いたりすると、その材料コストが非常に嵩むこととなる。しかし、前記のように複
層ライナー１１の層ごとに特性を変えて対応することで、材料コストを抑えつつもライニ
ング対象の管状体５に合わせた最適なライニング材１を提供することが可能となる。なお
、ライニング材１を用いて管状体５の内面又は外面をライニングする施工方法については
後述する。
【００５６】
　以上のような構成を有するライニング材１では、熱可塑性樹脂材料を強化繊維フィラメ
ント３１間に含浸させ、複合材料成形体であるライニング層を管状体５に対して形成する
プロセスの一部を、ライニング施工前の段階、つまりシート状基材３の成形過程で予め行
っておくことが可能となる。これにより、ライニング施工現場での加熱及び加圧作業に要
する時間を短縮化することができ、ライニング材１の加熱温度を過剰に高く設定する必要
がなくなり、十分な強度を安定的に発現させることが可能となる。その結果、均質なライ
ニング層を管状体５に対して迅速かつ経済的に形成することができる。
【００５７】
　（実施形態２）
　次に、本発明の実施形態２に係るライニング材１について、図６～図１０を参照しつつ
説明する。
【００５８】
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　前記実施形態１では、筒状体である複合ライナー１１としてシート状基材３をそのまま
用いたシート材２を、略筒状に接合形成する構成であった。本実施形態では、それに代え
て、シート状基材３を変形して用い、組物として形成した筒状体により複合ライナー１１
が構成される。
【００５９】
　なお、本実施形態を含む以下の各形態において、シート状基材３の構成は、前記実施形
態１に記載したとおりである。そこで、以下の説明では、略筒状に成形してなる複合ライ
ナー１１（筒状体）の特徴構成について詳述し、その他の構成については、実施形態１と
共通の符号を用いて重複する説明を省略する。
【００６０】
　図６は、実施形態２に係るライニング材１におけるテープ材４の例を示す断面図であり
、図７は、前記テープ材４の集束体４０の例を模式的に示す説明図である。
【００６１】
　この形態では、シート状基材３を、含有する強化繊維フィラメント３１の繊維配向方向
に沿って一定幅に裁断し、長尺帯状に成形したテープ材４として用いている。複合ライナ
ー１１は、テープ材４又はテープ材４の集合体４０を組糸とする組物によって構成されて
いる。
【００６２】
　シート状基材３は、その成形過程において加熱及び加圧された後、一定幅に裁断成形さ
れて細幅のテープ材４に変形される。テープ材４は、幅広のシート形態であるシート状基
材３を搬送しつつ、このシート状基材３に対し、所定間隔で並べた複数枚のカッター刃等
を押し当てて複数本のスリットを入れ、繊維配向方向に沿って裁断することにより、一定
幅を有するように成形されている。
【００６３】
　テープ材４は、単体で略筒状の組物に成形されてもよいが、図７に示すように、複数本
のテープ材４を集束させた偏平状の集束体（繊維束）４０として、組物又は後述する織物
若しくは編物に成形されることが好ましい。
【００６４】
　例えば、テープ材４は、幅が１０ｍｍで、厚さが０．１２ｍｍの長尺帯状に形成されて
いる。このテープ材４を１５本束ねて集束体４０とする。実施形態２に係るライニング材
１は、かかる集束体４０を組糸とする組物の複合ライナー１１により形成されている。
【００６５】
　図８及び図９は、実施形態２に係るライニング材１の例をそれぞれ示す斜視図である。
ライニング材１を構成する複合ライナー１１は、集束体４０からなる組糸４１を多数本、
互いに交差させつつ長手方向に対して角度を与えて組んだ丸打組物により構成されている
。この場合、例えば集束体４０からなる組糸４１を６４本用いて、６４本打の丸打組物と
している。丸打組物は、複数本の組糸４１をマンドレル上に左巻きと右巻きに互いに交差
させて形成する。このため、丸打組物は、中空円筒形状に形成され、そのまま複合ライナ
ー１１として用いることができる。
【００６６】
　図示する複合ライナー１１では、丸打組物の組角度を６０°としている。組角度とは、
マンドレルの中心軸に対して組糸４１がなす角度のことであり、９０°に近いほど組糸４
１の密度が大きくなるが、複合ライナー１１としては組角度を１０°～８０°の範囲とし
て組物を形成することが好ましい。
【００６７】
　また、図９に示す複合ライナー１１では、組糸４１の相互間に、強化繊維からなる中央
糸４２を軸方向に組み込み、軸方向の補強が図られている。中央糸４２の強化繊維として
は、ガラス繊維、カーボン繊維、又はアラミド繊維等を用いることができる。また、中央
糸４２として、組糸４１に含まれる熱可塑性樹脂材料の融点以上のガラス転移点を有し、
破断点伸びの大きい有機繊維を用いてもよい。組糸４１の相互間に中央糸４２を組み込む
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ことで、中央糸４２の周辺では組糸４１の動きが拘束され、必要以上に拡張したり収縮し
たりするのを防ぐこともできる。
【００６８】
　かかる組物からなる筒状体の複合ライナー１１は、複数方向に配置された組糸４１が互
いに動きやすく、その交差角度も変化しやすい。したがって、複合ライナー１１は、拡径
性、縮径性、及び曲がり追従性のいずれにも優れ、取り扱いがしやすく、管状体５の内面
形状又は外面形状に追従し得る高い柔軟性を備えたものとなる。加えて、複合ライナー１
１の全長にわたって、強化繊維フィラメント３１を含む組糸４１が交差して組まれており
、切れ目なく連続的に強化繊維フィラメント３１を配置することができるので、極めて高
い強度を備えさせることができる。
【００６９】
　よって、ライニング材１を組物からなる複合ライナー１１にて構成することにより、十
分な強度を確保できるとともに、管状体５をライニング被覆する際、管状体５の表面の凹
凸や段差等に十分に追従して変形するものとなり、曲がり管路等の自由断面に対する追従
性も高められ、管状体５に対してシワ無く沿わせることが可能となる。
【００７０】
　組物からなる複合ライナー１１は、組糸４１ごとに、構成するテープ材４すなわちシー
ト状基材３の熱可塑性樹脂フィルム３２を構成する熱可塑性樹脂材料の種類を変えたり、
強化繊維フィラメント３１の表面積率Ｓｆ（％）、強化繊維体積率Ｖｆ（ｖｏｌ％）を異
ならせたりすることにより、多様な特性を持たせることができる。これにより、ライニン
グ材１として、要求されるライニング特性に対応させることができる。
【００７１】
　また、ライニング材１は、組物からなる複合ライナー１１を内外に積層して、複層構造
のライニング材とすることもできる。図１０は、複層構造のライニング材１の例を示す断
面図である。
【００７２】
　図１０に示すライニング材１は、組物からなる複合ライナー１１を内外に３層積層させ
た３層構造とされている。この場合、各層において、複合ライナー１１の特性を異ならせ
ることが可能である。例えば、最外層の複合ライナー１１は、組糸４１を構成するテープ
材４（シート状基材３）における強化繊維体積率Ｖｆを、５０～６０ｖｏｌ％として他の
層よりも高めに設定し、耐圧強度を向上させることができる。また、最内層の複合ライナ
ー１１は、組糸４１を構成するテープ材４（シート状基材３）における熱可塑性樹脂材料
を、耐熱性、耐油性、又は耐薬品性の高い材料とすることで、その特性を備えたものとす
ることができる。
【００７３】
　なお、組物からなる複層構造のライニング材１において、最内層又は最外層に、熱可塑
性樹脂材料のみからなるテープ材の集束体からなる組物を配置することで、水密性を向上
させ、耐水性及び耐水圧性を向上させることも可能である。
【００７４】
　また、ライニング材１における組物は、前記丸打組物により構成されるだけでなく、組
糸が長手方向に対し斜めに配向した平打組物、又は組糸が互いに組構造を有して角柱型を
なす角打組物により構成されてもよい。
【００７５】
　（実施形態３）
　次に、本発明の実施形態３に係るライニング材１について、図１１を参照しつつ説明す
る。図１１は、実施形態３に係るライニング材１を構成するシート材２の一例を模式的に
示す説明図である。
【００７６】
　前記実施形態２では、筒状体である複合ライナー１１として、シート状基材３からなる
テープ材４又はその集束体４０を用いて組物とする構成であった。本実施形態では、それ
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に代えて、テープ材４又はその集束体４０を製織したシート材２により、複合ライナー１
１が構成されている。
【００７７】
　ライニング材１を構成するシート材２は、シート状基材３を繊維配向方向に沿って一定
幅に裁断したテープ材４又はその集束体４０を製織した織物からなる。すなわち、ライニ
ング材１は、織物からなるシート材２の端辺同士を接合して略筒状に形成された複合ライ
ナー１１により構成されている。
【００７８】
　例示のシート材２は、図７に示したテープ材４の集束体４０が製織されることにより形
成されている。テープ材４は、例えば、幅が３ｍｍで、厚さが０．１２ｍｍの長尺帯状に
形成されている。そして、縦方向と横方向とに集束体４０を織り込み、二軸織物の平織り
組織によってシート材２が形成されている。
【００７９】
　なお、シート材２は二軸織物とされるだけでなく、集束体４０を、交差する三方向に織
った三軸織物であってもよい。さらに、シート材２は、平織りに限らず、綾織り、朱子織
り等のどのような組織からなる織物であってもよい。
【００８０】
　このような集束体４０を製織して形成されたシート材２は、実施形態１で説明したのと
同様に、略筒状とされて、端辺同士を接合することにより複合ライナー１１とされる。図
１等に示したように、複合ライナー１１の接合部１１ａは、シート材２の端辺同士を重ね
合わせて、相互に熱融着させるか、熱可塑性樹脂材料からなる縫合糸等により接合される
。また、ライニング材１としては、織物からなる複合ライナー１１が、図４に示すように
単層構造とされても、また、内外に積層させて図５に示すように複層構造とされてもよい
。複合ライナー１１を積層してライニング材１を構成する場合、その接合部１１ａが互い
に重なり合うことのないように、周方向に均等に配置されることが好ましい。
【００８１】
　本実施形態では、ライニング材１の複合ライナー１１を構成するシート材２が、テープ
材４又はその集束体４０からなる織物であるので、配合された強化繊維フィラメント３１
の異方性が小さく、高い強度を有するものとなる。また、織物からなる複合ライナー１１
は、伸び抵抗が少なくかつ柔軟性が高いため、自由曲面に対する追従性も高められ、管状
体５に対してシワ無く沿わせることが可能となる。
【００８２】
　（実施形態４）
　次に、本発明の実施形態４に係るライニング材１について説明する。
【００８３】
　前記実施形態３では、複合ライナー１１として、シート状基材３からなるテープ材４又
はその集束体４０を用いて織物とする構成であった。本実施形態では、それに代えて、テ
ープ材４又はその集束体４０を製編した筒状体により複合ライナー１１が構成されている
。
【００８４】
　この場合も、ライニング材１は、図６及び図７に示した、シート状基材３を繊維配向方
向に沿って一定幅に裁断したテープ材４又はその集束体４０により構成されている。また
、テープ材４又はその集束体４０の編物からなるシート材２を、図１、図４、又は図５に
示したように、その端辺同士を接合することによって、略筒状の複合ライナー１１が構成
される。
【００８５】
　かかる複合ライナー１１を構成する編物としては多様な編地構造が可能である。例えば
、シート材２として、テープ材４の集束体４０を、たて方向及びよこ方向に配向させ、こ
れらの二軸方向以外の方向にも集束体４０を配向させて積層し、たて編組織で接結させた
図１２に示すような多軸積層体（multiaxial fabric）とすることが好ましい。
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【００８６】
　このような多軸積層体からなるシート材２は、集束体４０に含まれる強化繊維フィラメ
ント３１の繊維配置の自由度が高い。そのため、軸方向に対して、〔＋６０°／－６０°
〕の繊維配向としたり、〔＋４５°／－４５°〕の繊維配向としたりして、複数層に積層
させた多様な繊維配置形態により形成することができる。軸方向に対して斜めの繊維配向
を有することにより、筒状体の複合ライナー１１としたときに、軸方向の伸縮性を備えさ
せることができる。
【００８７】
　集束体４０を製編して得られたシート材２は、実施形態１で説明したのと同様に、略筒
状とされて、端辺同士を接合することにより複合ライナー１１とされる。この場合も、複
合ライナー１１の接合部１１ａは、シート材２の端辺同士を重ね合わせて熱融着させるか
、熱可塑性樹脂材料からなる縫合糸等により接合される。
【００８８】
　ライニング材１は、編物からなる複合ライナー１１が、図４に示すように単層構造とさ
れても、また、内外に積層して図１又は図５に示すように複層構造とされてもよい。複合
ライナー１１を積層してライニング材１を構成する場合、その接合部１１ａが互いに重な
り合うことのないように、周方向に均等に配置されることが好ましい。
【００８９】
　本実施形態では、ライニング材１の複合ライナー１１を構成するシート材２が、テープ
材４又は集束体４０からなる編物であるので、配合された強化繊維フィラメントの異方性
が小さく、高い強度を有する。また、編物からなる複合ライナー１１であることにより、
柔軟性及び自由曲面に対する追従性が高く、管状体５に対してシワ無く沿わせることが可
能となる。なお、複合ライナー１１としては、テープ材４又は集束体４０を略筒状に製編
した編物からなるものであってもよい。
【００９０】
　以上のような各種の構成を有するライニング材１は、いずれも、熱可塑性樹脂材料を強
化繊維フィラメント３１間に含浸させ、複合材料成形体であるライニング層を管状体５に
対して形成するというプロセスの一部を、ライニング施工前の段階、つまりシート状基材
３の成形段階で予め行っている。これにより、ライニング施工現場での加熱及び加圧作業
に要する時間を短縮化することができ、ライニング材１の加熱温度を過剰に高く設定する
必要がなくなり、十分な強度を安定的に発現させることが可能となる。その結果、均質な
ライニング層を管状体５に対して迅速かつ経済的に形成することができる。
【００９１】
　また、ライニング材１は、従来の熱可塑性樹脂フィラメントと強化繊維フィラメントと
の複合材料からなるものとは異なり、シート状基材３を略筒状に成形する構成である。し
たがって、上述した製織、製編、又は製組等の略筒状に成形する過程を経ても、シート材
２同士、テープ材４同士、又は集束体４０同士の摩擦などによって強化繊維フィラメント
が切れるという不都合を生じることがなく、所期の強度を具備させることができる。
【００９２】
　なお、テープ材４又は集束体４０からなるシート材２は、前記織物等のほか、繊維束を
一方向若しくは角度を変えて積層してステッチされた、一軸、二軸、又は多軸ステッチシ
ート材等のどのような形態であってもよい。また、ライニング材１は、複合ライナー１１
の最外層のさらに外側に、水密性の高い材料からなる被覆層を付加した構成であってもよ
く、上記各形態に限定されるものではない。
【００９３】
　（ライニング施工方法）
　図１３は、前記各実施形態に係るライニング材１を用いたライニング施工方法の例を示
し、管状体５の内面側をライニングする場合の説明図である。
【００９４】
　ライニング材１は、図１３に示すようにライニング対象である管状体５に挿入して用い
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る。ライニング作業に先立ち、管状体５に上水又は下水等の流水がある場合には、堰き止
め部材７により堰き止め、いったん管路から流水を除去しておく。さらに、管状体５内に
存在する堆積物や木片等の異物を除去し、高圧水洗浄を行ってから管内のライニング作業
に入る。
【００９５】
　ライニング材１は、例えば、発進側マンホールＭ１と到達側マンホールＭ２との間の長
さに余裕長さを加えた長さで用意される。また、到達側マンホールＭ２の地上側に牽引ワ
イヤ９１を巻き取るウィンチ９等の機器を設置する。牽引ワイヤ９１は、到達側マンホー
ルＭ２から管状体５内に挿通されており、ライニング材１の内側に配備された加熱装置６
を、発進側マンホールＭ１から到達側マンホールＭ２方向に牽引する。
【００９６】
　管状体５に配置されたライニング材１には、内側に加熱装置６が設置される。この加熱
装置６は、ライニング材１の内周面に沿う円筒状の外形を有するライニング用ピグ６１と
、ライニング材１に外装される筒状の補助用ピグ６２とを備えている。ライニング用ピグ
６１は、ライニング材１を内周側から加熱蒸気等により加熱して、ライニング材１の複合
ライナー１１を構成する熱可塑性樹脂材料（マトリックス材料）を溶融する。また、補助
用ピグ６２は、ライニング材１の外周面を加熱し、外周側からも熱可塑性樹脂材料の溶融
を補助する。加熱装置６のライニング用ピグ６１は、後方部分が拡径したテーパー形状と
されており、ライニング材１を加熱しつつ前進することで、ライニング材１が軟化されて
徐々に拡径するように作用する。
【００９７】
　かかる加熱工程では、ライニング材１に含まれる熱可塑性樹脂材料の融点以上の温度で
加熱する。これにより、ライニング材１の熱可塑性樹脂材料が溶融し、複合ライナー１１
は、強化繊維フィラメント３１を混合した複合材料層を形成するものとなる。
【００９８】
　例えば、ライニング材１において、シート状基材３の熱可塑性樹脂フィルム３２を構成
する熱可塑性樹脂材料としてポリプロピレン（融点は１６０～１７０℃程度）が採用され
ている場合には、ライニング施工過程での加熱温度は１８０℃に設定される。また、熱可
塑性樹脂フィルム３２の構成材料として高密度または低密度ポリエチレン（融点は１４０
℃）が採用されている場合には、ライニング施工過程での加熱温度は例えば１５０℃に設
定される。
【００９９】
　ライニング材１は、加熱工程を経た段階では未だ完全に拡径、硬化した状態ではなく、
また管状体５の内面に密着した状態とはなっていない。加熱装置６は、後方に拡径手段を
備え、この拡径手段により内側から加圧されて管状体５の内周面に沿う管状に拡径される
。例示する拡径手段では、反転機８が地上に設置され、先端側から反転させつつ導入され
た拡径用チューブ８１を備えている。
【０１００】
　拡径用チューブ８１は、内圧により十分に拡径することが可能であり、かつ拡張に際し
て十分な強度を有する拡張性及び耐熱性に優れたエラストマーなどを材料として形成され
ている。また、拡径用チューブ８１は、拡径後にも拡径用チューブ８１と第１ライナー基
材２１とが接着しない材質により形成されている。拡径用チューブ８１の外径は、最大拡
張時にライニング材１を内側から管状体５の内周面に押圧し得る大きさで確保されている
。
【０１０１】
　拡径用チューブ８１は、発進側マンホールＭ１側の地上に設置された反転機８に接続さ
れ、拡張していない状態でライニング材１の内側に導入されている。そして、その後、拡
径用チューブ８１には、反転機８から加圧気体が供給されて、加熱装置６の後方部分に追
従しながら内周面が外周側に反転しつつ拡張していく。これに伴って、ライニング材１は
、加熱装置６を経て軟化した部分から順に、拡径用チューブ８１によって内側から押圧さ
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れて拡径する。ライニング材１の拡径した部分は管状体５の内面に密着する。加熱装置６
が前進することにより、拡径用チューブ８１の拡張範囲も前方へ広げられ、ライニング材
１と管状体５との密着状態はそのまま維持されて、広範囲で均一な力を付与することがで
き、均一に成形される。
【０１０２】
　管状体５のライニング対象箇所の全域に亘ってライニング材１が拡径されたならば、冷
却及び硬化させ、これにより、管状体５の内面がライニング材１の複合材料成形体により
被覆される。
【０１０３】
　以上のように、ライニング材１は、シート状基材３からなる円筒体の複合ライナー１１
を備えた構成であるので、ライニング施工過程では、複合ライナー１１に含まれる熱可塑
性樹脂材料と強化繊維フィラメントとを、比較的短時間で完全な含浸状態とすることがで
きる。これにより、熱可塑性樹脂材料の中に強化繊維フィラメント３１を分散させた構成
を、ライニング材１の全体に亘って得ることができ、そのための施工時間の短縮化を図る
ことができる。また、ライニング材１に対する加熱温度を過剰に高める必要がないので、
熱可塑性樹脂材料が流動して偏肉してしまうといったことも回避できる。
【０１０４】
　また、上記繊維強化複合材料からなるライニング材１は、上記のいずれの形態にあって
も、柔軟性が高く形態安定性に優れることから、取り扱いが容易であり、管状体５の管内
の曲面への形状追従性も高い。そのため、作業性よく管状体５のライニングを行うことが
でき、管状体５の内面又は外面に十分に密着させたライニング層を形成することが可能と
なる。また、上記シート状基材３は、加熱及び加圧することにより管状体５の内面又は外
面に密着し、一体化される。このため、シート状基材３を必要寸法に裁断したシート材２
を、管状体５の内面又は外面における部分的な補強修復材としても用いることができる。
この場合、ライニング材１に重ねてシート材２を密着させることにより、その部分におい
ては強化繊維フィラメント３１の密度を高め、熱可塑性樹脂材料を厚肉とすることができ
、強度及び耐久性等をさらに高めることができる。
【０１０５】
　なお、ライニング材１を用いてライニングする管状体５は、前記のように地中に埋設さ
れた下水道を構成する既設管に限定されるものではなく、上水道管や農水管等の多種の管
状体５に適用することができ、多様な管径及び形状の管状体５が対象となり得る。上水道
管の場合には、管路に急な曲がり部を有することが多いが、形状追従性に優れたライニン
グ材１によれば取り扱いが容易であり、作業性にも優れ、曲がり部においても密着性及び
信頼性の高いライニング層を形成することができる。また、ライニング材１は、管状体５
の内面に施工されるだけでなく、管状体５の外面を被覆して補強したり補修したりするこ
とにも用いることができる。そのため、上記の形態はあくまでも例示であって、限定的な
ものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、熱可塑性樹脂複合材料からなるライニング材を用いた管状体のライニングに
好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　ライニング材
　１１　複合ライナー
　２　　シート材
　３　　シート状基材
　３１　強化繊維フィラメント
　３２　熱可塑性樹脂フィルム
　４　　テープ材
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　４０　集束体
　４１　組糸
　４２　中央糸
　５　　管状体
　６　　加熱装置
　６１　ライニング用ピグ
　６２　補助用ピグ
　８　　反転機
　８１　拡径用チューブ
　９　　ウィンチ
　９１　牽引ワイヤ
　Ｍ１、Ｍ２　　マンホール
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